


第 12 この要項を変更する時は，運営会議及び後援会総会の承認を得なければならない。 

(事務) 

第 13 奨学金の支給に関する事務は，理学系支援室で行う。 

(要項の解釈等) 

第 14 この要項の解釈又は運用において疑義が生じた場合は，運営会議の議を経て，学部

長が決定するものとする。 

附 則 

1．この要項は，令和2年11月7日から施行する。 

 2．第 3については，初年度に限り暫定措置として，後援会未入会者を含む全 4年生の 

うち各学科 GPAの上位 20名の者も対象とする。 

 ただし，後援会未入会者が対象となった


